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一
及
び
二
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
一
月
末
日
現
在
、
我
が
国
に
お
い
て
、
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
に
規
定
す
る
子
の
返
還
の
強
制
執
行
の
手
続
と
し
て
間
接
強
制
の
決
定
が

さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
子
の
返
還
の
代
替
執
行
の
手
続
に
至
ら
ず
に
子
の
返
還
が
実
現
し
た
も
の
は
四
件
あ
る
が
、
子
の
返

還
の
代
替
執
行
の
手
続
が
実
施
さ
れ
た
結
果
と
し
て
子
の
返
還
が
実
現
し
た
例
は
な
い
と
こ
ろ
、
当
該
手
続
が
実
施
さ
れ
た

件
数
は
限
ら
れ
て
お
り
、
当
該
手
続
の
改
善
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
精
査
を
要
す
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。


